
今年最後の訪問行動～南区支部～ 
 

12月 23日（水）、職員１名・組合員さん 2名で 

組合員訪問を行いました。今回の目的は、 

次年度に向けて、まだ班会のない宇品神田地域で一緒に 

組合員活動をできる人を探すこと。 

市電沿いの街並みを見ながら 14件のお宅を訪問し、 

8名と対話できました。「年末のご挨拶に参りました。 

コロナのこともありますが、お元気でしょうか」と 

お声がけすると、「わざわざありがとうございます」 

「今も福島病院に通ってるんですよ。お世話になります」 

など、とても暖かく迎えていただきました。 

最後に、宇品神田地域の集会所を管理されている組合員さんとお会いして、医療生協の健康づくり

についてお話ししました。「年明けに町内で女性の集まりがあるから、そういう健康の話に興味があ

る人がいるか聞いてみようね」とのこと。まずは年度内にオープン班会を開催することを目標に、

引き続きがんばります！ 

 

  厚生労働省公式 HPより生活保護申請に関する更新がありました。 
 
 

生活保護を申請したい方へ 

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性は 

どなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。 

相談先はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。 

生活保護の申請について、よくある誤解 

扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に 

相談してからでないと申請できない、ということはありません。 

住むところがない人でも申請できます。 

・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 

・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 

持ち家がある人でも申請できます。 

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、 

保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 

必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。 

 

参考：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html 

  12月 23 日現在 2020 年度 

組合員ふやし    93 人    1121 人 

出資金ふやし 811万円 1 億 1556 万円 

純  増 212 万円 2973 万円 
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